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ま す 。

入院基本料等について

当 院 は 厚 生 労 働 省 が 定 め る 基 準 に よ る

看 護 を 行 っ て い る 保 険 医 療 機 関 で す 。

当 院 の ２ 階 病 棟 で は 、 「 １ ５ ： １ 看 護 」

の 九 州 厚 生 局 の 承 認 を 受 け 、 1 日 に

１ ２ 人 以 上 の 看 護 職 員 （ う ち ７ 割 以 上 は

看 護 師 ） と １ 日 に 常 時 ３ ０ 人 に １ 人 の 看 護

補 助 者 を 配 置 し て い ま す 。

ま た 、 ３ 階 、 ４ 階 病 棟 は 「 精 神 療 養 病 棟 」

の 承 認 を 受 け 、 入 院 患 者 １ ５ 人 に １ 人

以 上 の 看 護 ス タ ッ フ を 常 時 配 置 し て い

当 院 は 看 護 承 認 施 設 で あ り 、 患 者 様 の

負 担 に よ る 付 き 添 う 看 護 は み と め ら れ ま

せ ん 。
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